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	１　業務名 
	５　業務目的及び概要 
	　⑴　対象設備 
	　⑵　維持管理項目 
	　　ア　浄化槽設備の機能管理(異物等の混入状況、ばっ気の状況、沈殿槽の状況等) 
	　　イ　浄化槽設備の機器点検(機器の内訳は別添のとおり) 
	　　ウ　浄化槽の水質管理(色相・臭気・水温・PH・透視度・SV/MLSS・DO)及び調整 
	　　エ　汚泥の引き抜き及び清掃【履行期間中に年1回実施】 
	　　オ　水質検査(生物学的酸素要求量・化学的酸素要求量・水素イオン濃度・浮遊物　　　質量・大腸菌群数)【履行期間中に1回実施】 

	　⑶　技術者の派遣 

	９　その他 
	　⑴　この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者との協議により定める　　ものとする。 
	　⑵　業務実施日時については、事前に委託者の承認を受けること。 
	　⑶　業務を遂行するために必要な機具及び消耗品等は受託者の負担とする。 
	　⑷　業務の履行に際し、業務に関する法律等関係法令を遵守し行うこと。 
	　⑸　必要な安全管理を行い、業務員の事故防止に注意するとともに、受託者は受託者　　の責任により生じた故障、破損及び事故等に対する一切の責任を負うこと。 

	10　担当 

